
  

   蒲郡市建設工事請負業者選定要領 

 

（趣旨） 

第１条 蒲郡市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２

条第１項に規定する建設工事をいう。）の請負業者（以下「業者」という。）の

選定については、蒲郡市契約規則（昭和３９年蒲郡市規則第１１号）に定めるも

ののほか、この要領の定めるところによる。 

（選定対象者） 

第２条 業者の選定は、市長の定める期間内に建設工事入札参加資格審査申請書を

提出した業者を対象とする。 

（発注基準） 

第３条 蒲郡市建設工事請負業者格付要領（以下「格付要領」という。）第６条の

規定に基づく格付等級（以下「格付等級」という。）における建設工事の設計金

額による発注基準は次表のとおりとする。 

 

 業種 

等級 
土木一式工事 建築一式工事 電 気 工 事       管 工 事       

特Ａ 4,500 万円以上 4,500 万円以上 4,500 万円以上 4,500 万円以上 

Ａ 
4,500 万円未満 

3,000 万円以上 

4,500 万円未満 

1,500 万円以上 

4,500 万円未満 

1,000 万円以上 

4,500 万円未満 

1,000 万円以上 

Ａ及びＢ  
1,500 万円未満 

500 万円以上 

1,000 万円未満 

500 万円以上 

1,000 万円未満 

500 万円以上 

Ｂ 3,000 万円未満 500 万円未満 500 万円未満 500 万円未満 

 

業種 

等級 
舗 装 工 事       塗 装 工 事       造 園 工 事       水道施設工事 

特Ａ 1,000 万円以上 4,500 万円以上 4,500 万円以上 4,500 万円以上 

Ａ 1,000 万円未満 4,500 万円未満 4,500 万円未満 
4,500 万円未満 

1,000 万円以上 

Ａ及びＢ    
1,000 万円未満 

500 万円以上 

Ｂ    500 万円未満 

 



 

 

第４条 削除 

（指名選定基準） 

第５条 第３条の定める建設工事について、業者を選定するときは、格付等級に基

づき同条の発注基準に対応する業者の中から選定するものとする。ただし、必要

がある場合は、１等級上位又は１等級下位の等級の業者から選定することができ

る。 

２ 前項に規定する以外の建設工事については、業者の業務実績等を勘案して選定

するものとする。 

３ 設計金額が１,０００万円以上の建設工事（建築一式工事を主たる業種とする

工事において、業種ごとに分割発注することとなった場合の建築一式工事以外の

業種を除く。）のうち指名競争入札で入札を執行する場合は、蒲郡市資格審査会

設置要領に基づく蒲郡市資格審査会（以下「資格審査会」という。）で、その都

度審査する。 

４ 設計金額が１,０００万円未満の工事の業者選定にあっては、この要領により

選定し、決裁規程に基づき決裁するものとする。 

５ 業者の選定は、次に掲げる事項に留意して適正に選定しなければならない。 

⑴ 契約件数及び契約高 

⑵ 手持工事の進捗状況 

⑶ 当該工事に対する地理的条件 

⑷ 不誠実な行為の有無 

⑸ 工事成績 

⑹ 技術者の状況 

⑺ 工事施工における技術的適正 

⑻ 経営状況 

⑼ 安全管理の状況 

⑽ 労働福祉の状況 

⑾ 合算積算に伴う同一業者指名 

６ 業者の選定に当たっては、市内業者育成の観点から、市内に本店、支店、営業

所等を有する業者を優先して選定するものとする。 

７ 前項以外の業者については、建設工事の種類、内容、規模等により必要な都度

選定するものとする。 



 

 

（選定の対象外） 

第５条の２ 前条の規定にかかわらず、格付要領第４条に規定する完成工事高の額

が次の各号に定める額に満たない業者は選定の対象外とする。 

⑴ 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事       ２，０００万円 

⑵ 電気工事、管工事、塗装工事、造園工事       １，０００万円 

⑶ 水道施設工事                     ５００万円 

（選定基準の特例） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する場合は格付等級の区分及び第３条の発注基

準にかかわらず業者を選定することができる。 

⑴ 災害復旧工事で緊急又は短期間で完了する必要があるとき。 

⑵ 当該工事に対し、特に地理的条件を必要とするとき。 

⑶ 特殊な機械又は技術を必要とするとき。 

⑷ 随意契約に係る工事 

（指名業者数） 

第７条 指名競争入札に付する業者数は、発注する建設工事の設計金額に応じ、原

則として次のとおりとする。ただし、発注する請負工事の種類、内容等によりこ

れによりがたい場合はこの限りでない。 

⑴     ５００万円未満               ５人以上 

⑵     ５００万円以上１，０００万円未満      ６人以上 

⑶ １，０００万円以上３，０００万円未満      ７人以上 

⑷ ３，０００万円以上               ８人以上 

（指名の内申） 

第８条 指名競争入札に付する請負工事の業者指名は、工事主管課長が内申するも

のとする。 

（指名停止等） 

第９条 蒲郡市工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に該当する業者は、競争

入札参加を一定期間停止するものとする。 

（随意契約者の選定） 

第１０条 随意契約者の選定については、随意契約の理由その他条件を勘案して適

切な業者を選定するものとする。 

（準用） 



 

 

第１１条 調査、測量、設計等の委託業務、製造の請負及び材料の購入のための業

者の選定については、この要領を準用する。 

（雑則） 

第１２条 制限付一般競争入札の施行及び共同企業体の選定については、この要領

に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。 

２ 前項のほか、この要領に定めるものを除く必要な事項は、資格審査会において

定める。 

附 則 

１ この要領は昭和５４年４月１日から施行する。 

２ 蒲郡市建設工事請負業者選定要領（昭和５３年４月１日施行）は廃止する。 

附 則 

この要領は昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は昭和５５年７月１６日から施行する。 

附 則 

この要領は昭和５６年９月１日から施行する。 

附 則 

この要領は昭和５７年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は昭和５８年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は昭和５９年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は昭和６１年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は昭和６３年４月１１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成３年４月８日から施行する。 

附 則 



 

 

この要領は平成４年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成６年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成８年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成８年９月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成１０年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成１２年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成１９年５月１０日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２０年６月１日から施行する。 



 

 

附 則 

この要領は平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


